
海
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
磁
器
等
の
貨
を
装
載
し
、
暹
羅
等
の
国
の
出
産
の
地

面
に
前
往
し
て
両
平
に
蘇
木

・
胡
椒
等

の
物
を
収
買
せ
し
む
。
回
国
し
て
預

め
下
年
に
大
明
天
朝
に
進
貢
す
る
に
備
う
。

所
拠
り
て
今
差
去
す
る
人
員
は
、
別
に
文
憑
無
く
ば
誠
に
所
在
の
官
司
の

盤
阻
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
王
府
、
除
外
に
今
、
玄
字

二
百

一
号
半
印

勘
合
執
照
を
給
し
て
正
使
吾
刺
毎
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如

し
経
過
の
関
津
把
隘

の
去
処
及
び
沿
海
巡
哨
の
官
軍
の
験
実

に
遇
わ
ば
、
即

便
に
放
行
し
、留
難
し
て
因

っ
て
遅
?
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋
れ
。

所
有
の
執
照
は
須
ら
く
出
給
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

正
使

一
員
　
吾
刺
毎

副
使
二
員
　
馬
別
土
　
引
之
路

通
事
二
員
　
梁
傑
　
高
賀

火
長
　
梁
敬

管
船
直
庫
　
不
他

梢
水
共
に
二
百
二
十
八
名

正
徳
九
年

(
一
五

一
四
)
八
月
十
三
日

右
の
執
照
は
正
使
吾
刺
毎

・
通
事
梁
傑
等
に
付
し
、
此
れ
に
准
ぜ
し
む

進
貢
等
の

事
の
為
に
す

執
照

注

(1
)
梁
敬
　
久
米
村
呉
江
梁
氏

(亀
嶋
家
)

(『家
譜
』

(二
)
』
七
五
八
頁
)
。

1-42-12

琉
球
国
中
山

王
の
、
毛
是
等

を
仏
大
泥
国

へ
遣
わ
す
執
照

(
一
五

一
五
、
八
、

一
二
)

琉
球
国
中
山
王
、
見
に
進
貢
等
の
事
の
為
に
す
。

切
に
照
ら
す
に
、
本
国
は
産
物
稀
少
に
し
て
貢
物
を
欠
乏
し
、
深
く
未
便

と
為
す
。
此
の
為
に
今
、
正
使
毛
是

・
通
事
鄭
昊
等
を
遣
わ
し
、
寧
字
号
海

船

一
隻
に
坐
駕
し
、
磁
器
等

の
貨
を
装
載
し
、
仏
大
泥
国
の
出
産

の
地
面
に

前
往
し
て
両
平
に
蘇
木

・
胡
椒
等

の
物
を
収
買
せ
し
む
。
回
国
し
て
預
め
下

年
に
大
明
天
朝
に
進
貢
す
る
に
備
う
。

所
拠
り
て
今
差
去
す
る
人
員
は
、
別
に
文
憑
無
く
ば
誠
に
所
在
の
官
司
の

盤
阻
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
王
府
、
除
外
に
今
、
玄
字
二
百
五
号
半
印

勘
合
執
照
を
給
し
て
正
使
毛
是
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如
し

経
過
の
関
津
把
隘

の
去
処
及
び
沿
海
巡
哨
の
官
軍
の
験
実
に
遇
わ
ば
、
即
便

に
放
行
し
、
留
難
し
て
因

っ
て
遅
?
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋
れ
。

所
有
の
執
照
は
須
ら
く
出
給
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

正
使

一
員
　
毛
是

副
使
二
員
　
呉
実
　
馬
参
魯

通
事
二
員
　
鄭
昊
　
高
義

火
長
　
宗
遂

管
船
直
庫
　
南
比

梢
水
共
に
二
百
九
名



正
徳
十
年

(
一
五

一
五
)
八
月
十
二
日

右
の
執
照
は
正
使
毛
是
及
び
都
通
事
鄭
昊
等
に
付
し
、
此
れ
に
准
ぜ
し

む

進
貢
等
の

事
の
為
に
す

執
照

注

(1
)
仏
大
泥
国
　

パ
タ
ニ
。

マ
ラ
イ
半
島
東
岸
に
あ
る
港
市
パ
タ

ニ
は
、
半

島
中
央

の
湾
曲
部
、

つ
ま
り
海
岸
線
が
ほ
ぼ
東
西
に
な
る
位
置
に
北
上

し
て
流
れ
る
パ
タ

ニ
河
口
右
岸

に
あ
る
。
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
細
長

い
岬
が
突
出
し
、
ま
る
で
長

い
腕
を
も

っ
て
港
を
か
ば
う
よ
う
な
形
で

湾
を
つ
く

っ
て
い
る
。
こ
の
地
形

に
よ
り
双
方
向
か
ら
の
季
節
風
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
て
、
パ
タ

ニ
は
マ
ラ
イ
半
島
東
岸
の
最
良
の
港
で
あ

っ

た
。
二
世
紀
頃
よ
り
西
岸
の
ケ
ダ

ー
か
ら
東
の
パ
タ

ニ
に
か
け
て
の
マ

ラ
イ
半
島
中
央
部

に
ラ
ン
カ
ス
カ
国

(漢
字
表
記
は
狼
牙
脩
な
ど
)
が

あ
り
、
の
ち
シ

ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
国

の
勢
力
下
に
は
い
っ
た
。
十
三

世
紀
、
タ
イ
に
ス
コ
ー
タ
イ
朝
が
興
る
と
パ
タ

ニ
は
そ
の
勢
力
下
に
入

り
、
ア

ユ
タ
ヤ
朝

の
時
期
は
ナ

コ
ン

・
シ

・
タ
ン
マ
ラ
ー
ト

(リ
ゴ
ー

ル
)
の
太
守
に
よ
る
間
接
的
な
タ

イ
の
支
配
を
う
け

つ
つ
も
パ
タ

ニ
に

は
王
の
よ
う
な
領
主
が

い
た
。
タ

イ
の
記
録
に
は
ラ
ン
カ
ス
カ
の
名
は

な
く
、
タ

ニ
、
ま
た
は
パ
タ

ニ
と
記
さ
れ
、
ラ
ン
カ
ス
カ
と
パ
タ

ニ
の

関
連
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
パ
タ

ニ
の
支
配
者

の
出
自
も
不
明
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
年
代
記

『
ヒ
カ
ヤ
ッ
ト

・
パ
タ

ニ
』
に
よ
り
、
『歴
代
宝
案
』

の
時
期
の
パ
タ

ニ
の
支
配
者
の
二
、
三
に
つ
い
て
そ
の
名
を
知
る
こ
と

が
で
き
る

(
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p
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.

ポ
ル
ト
ガ
ル
が

マ
ラ
ッ
カ
を
占
領
し
た
の
ち
も
パ
タ

ニ
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
影
響

の
外
に
あ

っ
た
た
め
、
胡
椒
の
重
要
な
集
散
地
と
な

っ
た
。

正
徳
十
年

(
一
五

一
五
)
よ
り
嘉
靖
二
十
二
年

(
一
五
四
三
)
に
わ
た

る

『歴
代
宝
案
』
の
パ
タ

ニ
関
連

の
八
文
書
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
時
期

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ほ
か
に
家
譜
に
は
以
下
の
記
録
が
あ
る
。

弘
治
三
年

(
一
四
九
〇
)
通
事
の
紅
錦
が
正
使
嘉
満
度
と
と
も
に
大

泥

へ

(
『家
譜

(二
)
』
二
〇

一
頁
)
。

弘
治
十

一
年

(
一
四
九
八
)
通
事
の
鄭
規
が
正
使
宋
能
と
と
も
に
仏

大
泥

へ

(「鄭
氏
家
譜
に
よ
る
」
と
し
て
安
里
延

『日
本
南
方
発
展
史
-

沖
縄
海
洋
発
展
史
-

』
三
省
堂
、
昭
和

一
六
年
、

二
九
四
-
五
頁
)
。

嘉
靖
十
五
年

(
一
五
三
六
)
通
事

の
梁
顕
が
正
使
呉
実
達
魯
と
と
も

に
仏
大
泥

へ

(『家
譜

(二
)
』
七
六
三
頁
)
。

1-42-13

琉
球
国
中

山
王
の
、
麻
加
尼
等
を
暹

羅
等

の
国

へ
遣

わ
す
執

照
゜

(
一
五

一
五
、
八
、

一
二
)

琉
球
国
中
山
王
、
見
に
進
貢
等
の
事
の
為
に
す
。

切
に
照
ら
す
に
、
本
国
は
産
物
稀
少
に
し
て
貢
物
を
欠
乏
し
、
深
く
未
便

と
為
す
。
此
の
為
に
今
、
正
使
麻
加
尼

・
通
事
高
賀
等
を
遣
わ
し
、
寿
字
号

海
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
磁
器
等

の
貨
を
装
載
し
、
暹
羅
等
の
国
の
出
産

の
地

面
に
前
往
し
て
両
平
に
蘇
木

・
胡
椒
等
の
物
を
収
買
せ
し
む
。
回
国
し
て
預


